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訳

Ⅰ
．
序

お
よ
そ
一
〇
年
前
、
二
〇
〇
六
年
二
月
に
一
度
日
本
に
招
か
れ
、
日
本
大
学
法
学
部
と
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
法
学
部
と
の
共
同
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
時
、
私
は
ロ
ー
マ
契
約
法
の
基
礎
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た

（
1
）

。
契
約
法
の
も
と
で
は
、
債
務
関
係obligatio

が
い

か
な
る
要
件
の
も
と
で
成
立
し
、
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
す
か
が
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
の
選
択
は
、
そ
れ
が
、

比
較
法
研
究
に
と
っ
て
適
切
な
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
法
制
度
の
中
心
的
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
債

権
法
を
全
体
と
し
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
債
務
関
係
の
発
生
に
つ
い
て
の
契
約
法
的
基
礎
以
外
に
、
不
法
行
為
法
的
基
礎
、
不
法
行
為
に
基

翻　

訳

（
一
四
三
）
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づ
く
債
務
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
豊
か
な
比
較
法
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
。
本
日
の
課
題
は

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
基
礎
付
け
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

初
級
者
用
法
学
教
科
書
の
最
初
の
著
者
で
あ
る
ガ
イ
ウ
ス
は
、
紀
元
後
二
世
紀
に
、
債
務
発
生
原
因
た
る
契
約
と
不
法
行
為
の
区
別
を

も
っ
て
、
債
務
関
係
法
の
最
上
位
の
分
類
と
す
る

（
2
）

。
こ
の
分
類
は
基
本
的
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
五
三
三
年
施
行
の
『
法
学
提

要
』
に
も
受
容
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
ユ
帝
提
要
で
は
、
債
務
関
係
の
根
拠
を
表
す
の
に
別
の
表
現
、m

alefi ciu
m

の
語
│
こ
れ
は
文

字
通
り
ド
イ
ツ
語
でÜ

beltat
﹇
不
法
行
為
﹈
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
│
が
用
い
ら
れ
、
準
契
約
及
び
準
不
法
行
為
と
い
う
下
位
範
疇
に

基
づ
く
次
位
の
分
類
が
図
ら
れ
て
い
る
。 

Inst.J. 3,13,2

﹇
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』3,13,2

﹈

S
equens divisio in quattuor species diducitur: aut enim

 ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex m
ale fi cio 

aut quasi ex m
alefi cio. 

…

「
次
の
区
別
は
四
種
類
に
分
か
れ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
い
は
契
約
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い
は
準
契
約
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い

は
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い
は
準
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
分
類
は
、
区
分
と
は
、
法
秩
序
が
債
務
関
係obligatio

の
た
め
に
い
か
な
る
連
結
点
を
受
け
入
れ
る
か

次
第
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
日
ド
イ
ツ
で
用
い
ら
れ
る
契
約
に
基
づ
く
債
務
関
係
と
法
律
に
基
づ
く
債
務
関
係
と
い
う
債
務
関

（
一
四
四
）
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五

係
の
分
類
と
は
重
要
な
違
い
が
あ
る

（
3
）

。
後
者
で
は
ロ
ー
マ
法
と
比
較
し
て
法
律
に
よ
り
重
要
な
別
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

不
法
行
為
責
任
の
基
礎
は
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
、
し
か
し
広
汎
に
訴
訟
掌
理
政
務
官
た
る
法
務
官
に
よ
っ
て
も
規
定

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ガ
イ
ウ
ス
『
法
学
提
要
』
に
お
け
る
不
法
行
為
の
分
類
に
示
さ
れ
る
。
ガ
イ
ウ
ス
は
責
任
を
発
生
さ
せ
る
四
つ
の

不
法
行
為
と
し
て
、
盗
（fu

rtu
m

）、
強
盗
（rapin

a

）、
不
法
損
害
（d

am
n

u
m

）
及
び
人
格
侵
害
（in

iu
ria

）
を
列
挙
す
る

（
4
）

。
し
た
が
っ

て
、
ガ
イ
ウ
ス
は
、
損
害
を
惹
起
し
た
者
が
負
う
べ
き
責
任
根
拠
の
一
般
的
原
則
を
採
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
不
法
行
為

を
挙
げ
て
い
る
。
も
と
よ
り
四
つ
の
不
法
行
為
は
す
べ
て
法
律
に
基
づ
く
が
、
強
盗
、
不
法
損
害
、
名
誉
毀
損
の
意
味
で
の
人
格
侵
害
の

責
任
は
法
務
官
に
よ
る
法
の
発
展
的
形
成
に
負
う
。
一
見
し
て
、
不
法
行
為
は
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
シ
ュ
に
な
い
し
個
別
的
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
図
式
は
、
不
法
行
為
者
に
固
有
の
責
任
を
前
提
し
な
い
法
務
官
に
よ
る
規
制
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
。
あ
る
者
が
あ
る
家
か
ら
公
道

に
投
げ
ら
れ
た
り
流
さ
れ
た
り
し
た
も
の
で
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
住
居
者
が
責
任
を
負
い
（actio d

e d
eiectis vel effu

sis

流
出
投
下
物

訴
権
）、
張
出
し
や
庇
の
上
に
置
か
れ
た
も
の
に
よ
る
危
殆
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
（actio d

e su
ggru

n
d

is

張
出
し
訴
権
）。
公
道

上
で
飼
わ
れ
た
野
生
動
物
に
つ
い
て
の
責
任
は
同
じ
く
法
務
官
告
示
の
訴
権
に
帰
す
る
。
ロ
ー
マ
法
学
者
た
ち
は
こ
れ
ら
の
責
任
要
件
を

債
務
関
係
の
準
不
法
行
為
の
根
拠
に
数
え
る
。
こ
れ
ら
の
事
案
で
危
険
責
任
に
つ
い
て
語
り
う
る
か
ど
う
か
が
、
こ
の
講
演
の
目
的
と
な

る
。ロ

ー
マ
法
に
お
け
る
規
制
の
一
見
個
別
的
な
性
格
か
ら
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
責
任
概
念
を
導
く
。
こ
の
こ
と
は
簡
単
な
歴
史
的
概
観

（
Ⅱ
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
こ
れ
に
そ
の
後
の
発
展
へ
の
示
唆
を
付
け
加
え
ら
れ
る
。
概
念
的
な
構
想
及
び
教
義
学
的
な
可
能
性
へ
の

考
察
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
く
加
害
責
任
に
つ
い
て
の
重
点
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
（
Ⅲ
）
私
は
法
律
に
基
づ
く
規
制
に
つ
い
て
、
次

（
一
四
五
）
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い
で
、
加
害
行
為
の
違
法
性
（in

iu
ria

）
及
び
ク
ル
パ
（cu

lpa

＝
過
失
・
有
責
性
）
の
要
件
に
よ
っ
て
責
任
の
範
囲
が
い
か
に
画
さ
れ
る

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
。
危
険
責
任
と
い
う
特
別
な
要
件
と
の
関
係
は
概
念
的
考
察
を
深
め
て
く
れ
る
。（
Ⅳ
）
さ
ら
に
他
の

ア
ク
タ
ーA

kteur

、
と
く
に
動
物
に
つ
い
て
の
責
任
を
取
り
上
げ
て
、
関
係
づ
け
る
。（
Ⅴ
）
最
後
に
、
自
動
走
行
車
、
自
動
芝
刈
り
機
、

自
動
掃
除
機
な
ど
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
制
御
で
動
く
も
の
の
責
任
と
い
う
現
代
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
附
し
つ
つ
、
ロ
ー

マ
法
に
お
け
る
規
制
概
念
の
可
能
性
を
用
い
て
、
新
し
い
問
題
の
た
め
の
教
義
学
的
蓄
積
を
示
し
法
律
的
規
制
の
必
要
を
明
ら
か
に
す
る

（
Ⅵ
）。
若
干
の
テ
ー
ゼ
に
沿
い
つ
つ
以
下
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅱ
．
十
二
表
法
に
お
け
る
規
制

│
発
展
へ
の
示
唆

す
で
に
前
五
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
最
初
の
法
典
、
つ
ま
り
十
二
表
法
に
、
不
法
行
為in

iu
ria

の
さ
ま
ざ
ま
な
要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
5
）

。

骨
折
に
よ
る
身
体
侵
害
に
つ
い
て
、
加
害
者
が
贖
罪
の
た
め
に
支
払
う
べ
き
罰
金
額
が
規
定
さ
れ
た
。
軽
微
な
身
体
侵
害
な
い
し

in
iu

ria

と
解
さ
れ
る
名
誉
毀
損
に
つ
い
て
、
別
の
罰
金
額
が
当
て
は
ま
る
。
切
断
に
つ
い
て
の
規
制
の
根
拠
は
、
タ
リ
オ
、
つ
ま
り
同

害
報
復
原
則
に
代
わ
る
贖
罪
合
意
つ
ま
りpacta

で
あ
る
。
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
不
法
行
為
に
つ
い
て
十
二
表
法
に
制
裁
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
放
牧
訴
権actio d

e pastu

や
家
畜
損
害
訴
権actio d

e pau
perie

が
こ
れ
で
あ
る
。
後
者
は
加
害
動
物
の
所
有
者
に
、
当
該

動
物
を
引
渡
す
か
、
あ
る
い
は
損
害
額
を
支
払
う
か
を
選
択
さ
せ
る

（
6
）

。

こ
れ
ら
は
私
的
な
刑
罰
法
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
い
か
な
る
国
家
に
よ
る
刑
罰
追
及
も
並
行
し
て
存
在
し
な
い
。
公
的
な
刑
罰
追
及

に
服
す
る
の
は
、
と
く
に
殺
人
や
国
家
反
逆
の
よ
う
な
、
公
共
に
対
す
る
重
大
な
不
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
不
法
行
為
だ
け
で
あ
る
。
不

（
一
四
六
）
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法
行
為
に
基
づ
く
債
務
関
係
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
か
か
る
初
期
の
時
代
に
は
確
定
的
な
罰
金
額
公
定
で
あ
る
。
合
意
に
基
づ
く
損

害
規
制
の
可
能
性
は
、
当
事
者
間
の
和
解
を
反
映
す
る
合
意pacta

の
承
認
に
現
れ
る
。

十
二
表
法
は
さ
ら
に
盗fu

rtu
m

に
つ
い
て
規
制
す
る
。
こ
れ
は
夜
間
の
盗
と
日
中
行
わ
れ
る
盗
を
区
別
す
る
。
さ
ら
に
、
盗
人
が
現

行
犯
で
逮
捕
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
盗
が
別
の
仕
方
で
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
に
、
法
律
効
果
の
違
い
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
夜
間

の
盗
人
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
、
十
二
表
法
は
、
盗
人
の
殺
害
を
も
含
む
正
当
防
衛
を
認
め
て
い
る

（
7
）

。

そ
の
後
、
資
料
は
盗
の
適
用
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
を
う
か
が
わ
せ
る
。
き
わ
め
て
広
義
で
無
権
限
の
使
用

│
そ
れ
ゆ
え
使
用
盗

fu
rtu

m
 u

su
s

及
び
土
地
の
不
法
占
用
を
も
目
的
物
の
暴
力
的
な
盗
と
し
て
制
裁
す
る

│
と
、
狭
義
の
盗
の
理
解

│
要
件
的
に
正
確

に
定
式
化
さ
れ
た
基
準
に
反
映
さ
れ
る
、
そ
の
結
果
、
物
の
秘
か
な
継
続
的
所
持
だ
け
がfu

rtu
m

と
さ
れ
る

│
と
の
間
の
調
整
に
示

さ
れ
る

（
8
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
強
盗rapin
a
は
も
は
や
把
握
さ
れ
ず
、
法
務
官
告
示
に
よ
り
、
部
分
的
に
は
立
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る

自
立
的
規
制
を
必
要
と
す
る

（
9
）

。

顕
著
な
変
化
は
、in

iu
ria

即
ち
、
名
誉
毀
損
に
あ
た
る
人
格
侵
害
と
い
う
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
。
十
二
表
法
の
確
定

罰
金
額
規
定
は
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
、
前
二
世
紀
に
法
務
官
が
自
由
な
損
害
評
価
を
許
す
訴
権
の
導
入
と
い
う
形
で
緩
和
さ
れ
る
。

in
iu

ria

の
要
件
及
び
多
く
の
具
体
的
な
不
法
類
型
と
並
ん
で
、
一
般
的
条
項
が
告
示
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
ロ
ー
マ
法
学
者
の
間
で

論
争
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
10
）

。

（
一
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
四
八

Ⅲ
．
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法

│
概
観
と
解
釈

1
．
法
律
に
よ
る
規
制

ロ
ー
マ
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
法
の
本
質
的
な
革
新
は
、
前
二
八
六
年
の
平
民
会
議
決
、
つ
ま
り
、
護
民
官
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
に

よ
っ
て
平
民
会
に
提
案
さ
れ
た
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
（lex A

qu
ilia

）
に
求
め
ら
れ
る

（
11
）

。
同
法
は
、
簡
潔
に
表
現
さ
れ
た
三
つ
の
章
で
、
物

破
壊S

achzerstörung
と
物
損
失
の
場
合
の
損
害
賠
償
を
規
制
す
る
。
革
新
的
な
の
は
、
法
律
効
果
の
形
式
、
即
ち
破
壊
さ
れ
た
物
に

つ
い
て
は
過
去
一
年
間
の
、
な
い
し
、
損
失
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
は
過
去
一
か
月
の
最
高
価
値
を
損
害
額
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
損
害
の
算
定
は
十
二
表
法
の
確
定
罰
金
額
に
対
し
て
、
物
の
価
値
に
指
向
し
た
責
任
の
柔
軟
化
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
な
お
、
過
去

一
年
間
の
最
高
価
格
は
殺
害
の
時
点
で
の
価
格
を
上
回
り
え
た
の
で
、
罰
的
要
素
も
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
罰
的
要
素
は
、
加
害
者
が

不
当
に
異
議
を
申
し
立
て
る
と
、
増
大
す
る
。
被
害
者
が
勝
訴
し
た
訴
訟
が
必
要
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
判
決
額
は
二
倍
額
に
な
っ
た

（L
itiskreszenz

）。

い
か
な
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
責
任
を
規
定
し
た
か
。
第
一
章
で
は
、
他
人
の
男
奴
隷
及
び
女
奴
隷
並
び
に
四

足
家
畜
の
殺
害
が
規
定
さ
れ
た
。
所
有
者
に
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
請
求
額
は
、
過
去
一
年
間
の
財
産
目
的

物
の
最
高
価
額
に
あ
た
る
。
第
二
章
は
、
債
権
無
効
の
際
の
損
害
賠
償
を
規
定
し
た
。
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
の
は
短
期
間
に
留
ま
る
が
、

か
か
る
事
案
に
つ
い
て
の
別
の
根
拠
が
委
任
法A

uftragsrecht
に
見
出
さ
れ
た
。
第
三
章
は
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
た
行
為
態
様
、

u
rere

（
焼
く
）、frangere

（
砕
く
）、ru

m
pere

（
壊
す
）
に
よ
っ
て
物
の
損
害
を
表
現
す
る
。
前
二
世
紀
に
は
す
で
に
、
加
害
方
法
は
解

釈
に
よ
っ
て
一
般
的
な
悪
化corru

m
pere

へ
と
拡
張
さ
れ
る
。
か
か
る
物
損
害
の
際
に
は
、
過
去
三
〇
日
間
に
お
け
る
物
の
価
値
が
賠

（
一
四
八
）



ロ
ー
マ
法
に
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け
る
不
法
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為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
四
九

償
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
若
干
の
法
学
者
た
ち
は
、
そ
の
後
侵
害
行
為
後
三
〇
日
間
必
要
で
あ
っ
た
出
捐
に
よ
る
損
害
賠
償
の
算
定

を
主
張
し
た
。

責
任
に
つ
い
て
と
く
に
重
要
な
の
は
、
不
法
にin

iu
ria

と
い
う
語
で
記
さ
れ
た
要
件
で
あ
る
。
行
為
事
実
は
、
責
任
を
発
生
さ
せ
る

た
め
に
は
、
違
法
な
仕
方
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
要
件
は
た
ん
に
正
当
防
衛
状
況
な
い
し
緊
急
状
態
の
責
任
を
排
除

し
た
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
法
学
者
た
ち
は
帰
責
要
件
た
る
ク
ル
パcu

lpa

をin
iu

ria

の
中
に
解
釈
を
通
じ
て
組
み
入
れ
た
。

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
お
よ
そ
八
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
適
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る

法
律
問
題
が
登
場
し
、
論
争
さ
れ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
法
の
発
展
に
最
も
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
の
は
法
律
家
、
ロ
ー

マ
で
は
す
で
に
早
く
か
ら
専
門
法
学
者
と
呼
ば
れ
る
法
律
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
毎
年
交
代
す
る
訴
訟
掌
理
政
務
官
た
る
法
務
官
を
助
言
し

た
の
も
ま
た
彼
ら
で
あ
っ
た
。
法
務
官
は
新
し
い
訴
訟
の
可
能
性
を
通
じ
て
、
新
し
い
法
律
事
案
、
新
し
い
経
済
的
発
展
、
と
り
わ
け
さ

ま
ざ
ま
な
概
念
へ
の
法
の
適
応
に
重
大
な
寄
与
を
な
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
告
示
は
「
市
民
法
の
生
け
る
声
」viva vox iu

ris civilis

で

あ
る
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
法
律
問
題
と
概
念
的
解
決
の
宝
庫
か
ら
若
干
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
。

2
．
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
解
釈

│
原
理
的
な
責
任
規
制
な
い
し
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
構
成
要
件
の
確
定

さ
ま
ざ
ま
な
法
学
者
た
ち
に
よ
る
解
釈
に
と
っ
て
特
徴
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
取
り
上
げ
る
。
古
典
期
以
前
の
法
学
者
ク
ィ
ン
ト
ゥ

ス
・
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
（
前
九
五
年
執
政
官

（
12
）

）
に
よ
っ
て
、
後
の
法
学
者
文
献
の
中
で
、
き
わ
め
て
広
範
な
過
失cu

lpa

概
念

に
則
っ
た
判
断
が
伝
え
ら
れ
る
。
樹
木
剪
定
者pu

tator

が
作
業
中
に
落
下
さ
せ
た
枝
に
よ
っ
て
奴
隷
が
死
に
至
っ
た
場
合
は
、
警
告
を

発
し
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
る
。
過
失cu

lpa

の
非
難
を
慎
重
な
行
為
者
で
あ
れ
ば
自
明
の
注
意
義
務d

iligen
tia

（
一
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
五
〇

を
果
た
さ
な
か
っ
た
者
は
引
き
受
け
る

（
13
）

。
こ
の
広
範
な
定
式
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
第
二
項
の
過
失
規
定
に
採
用
さ
れ
た
。
ク
ィ
ン

ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
は
何
人
も
仲
間
へ
の
配
慮
義
務
を
負
う
と
い
う
理
解
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
の
掲
げ
た
法
源
資
料
は
こ

の
こ
と
を
示
し
て
い
る

（
14
）

。
D
.9,2,31 P

aulus libro dcim
o ad S

abinum

﹇
パ
ウ
ル
ス
・
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
10
巻
﹈（
樹
木
剪
定
者
事
案
）

S
i putator ex arbore ram

um
 cum

 deiceret vel m
achinarius hom

inem
 praetereuntem

 occidit, ita tenetur, si is in 

publicum
 decidat nec ille proclam

avit, ut casus eius evitari possit. sed M
ucius etiam

 dixit, si in privato idem
 

accidisset, posse de culpa agi: culpam
 autem

 esse, 

﹇quod cum

﹈ ＜
cum

 quod＞
 a diligente provideri 

﹇poterit

﹈ ＜

potuerit＞
, non esset provisum

 aut tum
 denuntiatum

 esset, cum
 periculum

 evitari non possit. secundum
 quam

 

rationem
 non m

ultum
 refert, per publicum

 an per privatum
 iter fi eret, cum

 plerum
que per privata loca volgo iter 

fi at. quod si nullum
 iter erit, dolum

 dum
taxat praestare debet, ne im

m
ittat in eum

, quem
 viderit transeuntem

: nam
 

culpa ab eo exigenda non est, cum
 divinare non potuerit, an per eum

 locum
 aliquis transiturus sit.

「
も
し
樹
木
剪
定
者
が
、
樹
木
よ
り
枝
を
切
り
落
と
し
た
場
合
、
又
は
足
場
上
で
交
錯
中
の
者
が
通
行
中
の
奴
隷
を
殺
害
し
た
場
合
、

そ
の
者
が
公
路
に
物
を
墜
落
さ
せ
、
か
つ
、
災
厄
が
回
避
さ
れ
う
る
よ
う
大
声
を
発
し
て
警
告
し
な
か
っ
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
責

任
を
負
う
。
し
か
し
、
ま
た
、
ム
キ
ウ
ス
は
、
同
一
の
事
故
が
私
有
地
に
お
い
て
発
生
し
た
場
合
に
も
、
過
失cu

lpa

を
理
由
に
訴

え
を
提
起
で
き
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
注
意
深
い
人
で
あ
れ
ば
予
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
見
さ
れ
ず
、
あ
る
い
又
は
、
危
険

が
回
避
さ
れ
得
な
い
と
き
に
警
告
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
過
失
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
か
か
る
理
由
に
よ
り
、
通
行
が
公
有

（
一
五
〇
）
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ー
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法
に
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け
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責
任
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念
（
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原
）

一
五
一

地
を
通
じ
て
か
私
有
地
を
通
じ
て
な
さ
る
か
は
さ
し
て
重
要
な
こ
と
に
あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
、
私
有
地
を
通
じ
て
広
く
通

行
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
何
ら
の
通
路
も
な
い
場
合
に
は
、
故
意
責
任d

olu
s

の
み
負
担
す
べ
し
。
即
ち
、
同
人
は

通
行
中
な
る
こ
と
を
認
め
た
者
に
物
を
も
の
を
投
げ
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
﹇
私
有
地
で
通
路
で
も
な

い
﹈
場
所
を
何
者
か
が
通
り
か
か
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
し
え
な
か
っ
た
と
き
に
は
、﹇
注
意
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
し
て
﹈
同
人

に
過
失
の
責
任
は
追
及
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」

ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
に
よ
る
如
上
の
過
失cu

lpa

の
定
義
は
原
理
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る

（
15
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
損
害
事
件
が
起

こ
っ
た
場
所
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
注
意
義
務
と
配
慮
義
務
は
ど
こ
で
も
成
立
す
る
。
か
か
る
評
価
を
後
代
の
法
学
者
は
享
有
し
な
い
。

一
世
紀
の
サ
ビ
ヌ
ス
や
三
世
紀
初
頭
の
パ
ウ
ル
ス

（
16
）

は
、
事
案
の
状
況
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
剪
定
者
が
作
業
し
た
の
が
公
道
に
沿
っ
て
か
、

公
に
供
さ
れ
た
道
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
通
行
人
を
想
定
で
き
な
い
よ
う
な
私
有
地
に
お
い
て
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
区
別
を
行
っ
て
い

る
。
公
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
こ
れ
ら
の
法
学
者
は
安
全
義
務
の
懈
怠
に
つ
い
て
の
責
任
が
あ
る
と
し
た
。
道
路
と
関
わ

り
な
く
、
故
意
の
加
害
だ
け
が
責
任
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
取
扱
い
は
、
奴
隷
が
練
習
中
の
槍
投
げ
で
死
亡
し
た
と
い
う
槍
投
げ
人

の
事
案
に
つ
い
て
も
伝
え
ら
れ
る
。
槍
を
投
げ
た
者
が
練
習
場
に
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
投
げ
る
に
当
た
っ
て
特
別
に
予
見
す
る
こ
と
を
要
し

な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も
槍
投
げ
が
、
一
般
の
交
通
を
考
慮
す
べ
き
場
所
で
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
が
つ
ね
に
区
別
さ
れ
る

（
17
）

。
加
害

者
に
よ
り
大
き
な
非
難
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
被
害
者
に
よ
り
大
き
な
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
か
の
判
断
が
、
共
同
過
失

が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ロ
ー
マ
法
で
は
必
要
で
あ
っ
た

（
18
）

。
槍
を
投
げ
た
者
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
い
て
責
任
を
負
う
か
、
殺

害
さ
れ
た
奴
隷
の
所
有
者
に
は
い
か
な
る
訴
権
も
帰
属
し
な
か
っ
た
。

（
一
五
一
）
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ム
キ
ウ
ス
の
原
理
的
な
取
り
組
み
と
結
果
回
避
へ
あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
な
せ
と
い
う
基
準
を
想
起
さ
せ
る
の
は
、
古
典
期
後
期
の
法
学
者

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
伝
え
る
、D

.1,10,1 lib.1 reg.: iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum
 non laedere, suum

 

cuique tribuere

「
正
し
く
生
き
る
こ
と
、
他
人
を
害
さ
ぬ
こ
と
、
各
人
の
各
人
の
も
の
を
分
配
す
る
こ
と
」
と
い
う
法
原
則
で
あ
る
。

法
秩
序
と
は
明
晰
か
つ
確
定
的
に
起
草
さ
れ
た
人
為
的
規
範
の
集
積
と
す
る
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
ま
っ
た

く
別
様
に
解
釈
さ
れ
る
。
法
構
造
は
、
法
律
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
法
学
的
教
義
学
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
制
度
の
形
を
と
る
。
こ
う
し
た
理

解
に
対
応
す
る
の
は
、
狭
義
の
法
律
解
釈
で
あ
る
。
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
は
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
法
律
的
構
成
要
件
﹇
要
件
事

実
﹈
が
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
当
の
そ
の
行
為
だ
け
を
規
定
す
る
。
か
く
し
て
、
前
一
世
紀
中
葉
の
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス

（
19
）

及

び
彼
の
弟
子
た
ち
は
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
損
害
行
為
を
必
然
的
な
直
接
的
な
﹇
身
体
的
な
﹈
も
の
と
解
釈
す
る
（「
身
体
に
身
体
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
損
害
」d

am
n

u
m

 corpori corpore d
atu

m

）。
他
人
の
身
体
に
自
分
の
身
体
に
よ
っ
て
違
法
に
損
害
を
加
え
た
者
だ
け
が
ア

ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
直
接
的
に
責
任
を
負
う
。
こ
の
基
準
と
そ
の
帰
結
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
に
由
来
す
るD

.9,2,9pr.§
2

及
び§

3

を
手
が
か
り
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
20
）

。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
期
の
法
学
者
ラ
ベ
オ
に
よ
れ
ば
、
産
婆
は
女
奴
隷
の
死
に
つ

い
て
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
手
で
毒
薬
を
女
奴
隷
に
服
用
さ
せ
た
場
合
に
の
み
責
任
を
負
い
、
女
奴
隷
が
用
意
さ
れ
た

毒
薬
を
自
ら
服
用
し
た
場
合
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
一
世
紀
末
の
プ
ロ
ク
ル
ス
学
派
の
学
頭
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
他
人
の
奴
隷
を
餓
死
さ

せ
た
場
合
を
こ
れ
に
準
じ
て
取
扱
う
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
ス
の
弟
子
オ
フ
ィ
リ
ウ
ス
は
、
別
の
事
案
で
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法

よ
っ
て
直
接
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
の
こ
と
は
、
不
法
行
為
者
が
た
ん
に
死
亡
の
原
因cau

sa 

m
ortis

を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
21
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
法
的
保
護
は
別
の
と
こ
ろ
に
、
即
ち
管
轄
を
有
す
る
訴
訟
掌
理
政

（
一
五
二
）
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務
官
た
る
法
務
官
の
援
助
に
基
づ
く
、
訴
権
の
創
定
、
方
式
書
の
承
認
、
つ
ま
り
類
型
化
さ
れ
た
事
実
に
即
し
た
訴
権
、
す
な
わ
ち
、
事

実
訴
権actio in

 factu
m

に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
一
見
し
て
ロ
ー
マ
訴
訟
法
の
特
殊
性
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が

（
22
）

、
実
際
的
な
観
点
か
ら
現
れ
た
観
念
の
違
い

は
、
剪
定
者
事
件
に
お
け
る
ム
キ
ウ
ス
の
判
断
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
新
し
い
理
論
に
よ
れ
ば
、
責
任
は
ま
っ
た
く

問
題
に
な
ら
な
い
。
直
接
的
な
加
害
行
為
も
、
基
本
的
に
許
さ
れ
た
行
為
が
問
題
に
な
る
の
で
、
法
務
官
的
責
任
の
根
拠
た
る
事
実

（factu
m

）
も
欠
け
て
い
る

（
23
）

。
ク
ル
パ
の
要
件
の
理
解
は
変
わ
っ
た
。
安
全
義
務
違
反
な
い
し
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
て
も
、
帰
責
の
意

味
で
の
ク
ル
パ
は
、
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ウ
ス
の
場
合
と
は
異
な
り
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。
万
人
に
対
す
る
義
務
は
も
は
や
受
容
さ

れ
ず
、
責
任
を
拡
大
す
る
こ
と
も
な
い
。
過
失cu

lpa

、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
及
び
彼
の
弟
子
た
ち
に
お
い
て
は
ま
る
で
無
用
の
道
具
と
な
る
。

剪
定
者
に
よ
る
直
接
的
な
身
体
侵
害
は
認
め
ら
れ
え
な
い
の
で
、
注
意
な
い
し
安
全
の
懈
怠
に
つ
い
て
の
責
任
は
考
慮
さ
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
過
失cu

lpa

は
こ
の
体
系
の
も
と
で
は
、
な
お
責
任
能
力
に
つ
い
て
の
み
、
フ
ィ
ル
タ
ー
機
能
（
オ
ッ
コ
・
ベ
ー
レ
ン
ツO

kko 

B
ehrends （

24
）

）
を
有
す
る

（
25
）

。
過
失cu

lpa

の
算
定
は
事
実
の
と
こ
ろ
で
す
で
に
判
断
さ
れ
、
し
ば
し
ば
挫
折
す
る
。
理
性
あ
る
も
の
の
行
為

が
問
題
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
過
失cu

lpa

は
排
除
さ
れ
た
。

以
上
要
約
す
る
と
、
事
実
要
件
的
に
厳
密
な
、
つ
ま
り
不
法
行
為
の
積
極
的
実
行
に
向
け
ら
れ
た
損
害
賠
償
責
任
と
い
う
考
え
方
が
認

め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
注
意
深
い
、
安
全
を
配
慮
し
た
行
為
へ
の
義
務
は
懈
怠
責
任
を
も
も
た
ら
す
と
す
る
自
然
法
的
│

原
理
的
萌
芽

と
は
ま
っ
た
く
根
本
的
に
異
な
る
。
責
任
の
拡
大
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
考
え
で
は
、
新
し
い
法
律
な
い
し
法
務
官
法
的
救
済
よ
っ
て
初
め

（
一
五
三
）
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て
成
立
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
新
し
い
刑
法
的
事
実
要
件
（
強
盗rapin

a

）
に
よ
っ
て
、
事
実
訴
権
（
た
と
え
ば
死
因cau

sa m
ortis

の
事

案
の
場
合
）
に
よ
っ
て
、
危
険
責
任
要
件
の
導
入
に
よ
っ
て
登
場
し
た
。

Ⅳ
．
危
険
に
お
け
る
責
任

危
険
責
任
の
萌
芽
は
す
で
に
十
二
表
法
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
放
牧
地
損
害
、
動
物
損
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
の
場
合
が
こ

れ
で
あ
る
。
告
示
へ
の
さ
ら
な
る
法
的
救
済
へ
の
受
容
に
よ
り
、
こ
の
無
過
失
責
任
が
新
し
い
部
門
を
獲
得
す
る
。
法
務
官
に
よ
る
そ
の

官
職
権
力
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
た
、
公
の
通
り
や
道
で
の
交
通
安
全
の
確
保
を
目
的
と
す
る
保
護
が
問
題
と
な
る
。
流
出
投
下
物
に
つ

い
てde deiectis vel eff usis

の
告
示
は
、
家
屋
の
住
人
に
、
も
し
こ
の
家
か
ら
何
か
が
投
げ
出
さ
れ
流
し
出
さ
れ
て
損
害
を
惹
起
し
た

場
合
の
損
害
賠
償
を
義
務
づ
け
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
か
ら
のD

.9,3,1pr.

の
法
文
か
ら
、
基
本
的
に
損
害
の
二
倍
額
に
つ
い
て

有
責
判
決
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
26
）

。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
告
示
が
き
わ
め
て
合
目
的
的
で
あ
る
と
賞
賛
しD

.9,3,1,3

、
そ
し

て
こ
の
賞
賛
の
根
拠
を
、
道
路itin

era

上
を
恐
怖
も
危
険
も
な
く
通
行
で
き
る
こ
と
に
か
か
る
公
共
の
利
益
に
求
め
て
い
る

（
27
）

。

こ
の
法
務
官
に
よ
る
法
的
救
済
の
導
入
は
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
及
び
彼
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
の
制
限
的
解
釈
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
不
法
行
為
法
の
考
え
方
の
変
化
を
認
め
て
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
る
。
如
上
の
事
例
に
お
け
る
責
任
は
、
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・

ム
キ
ウ
ス
に
よ
る
な
ら
ば
、
交
通
安
全
配
慮
義
務
の
無
視
な
い
し
住
居
の
客
人
に
対
す
る
予
防
措
置
の
欠
如
ゆ
え
に
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法

の
規
定
に
基
づ
い
て
根
拠
づ
け
ら
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
新
し
い
解
釈
に
よ
れ
ば
、
直
接
的
か
つ
身
体
的
な
加
害
は
、
帰
責
要
件
と

の
関
係
で
は
、
厳
格
に
直
接
手
を
下
し
た
加
害
者
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
訴
権
は
住
人
を
相
手
方
と
し
て
は
認

（
一
五
四
）
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め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
新
し
い
解
釈
の
帰
結
は
、
い
く
つ
か
の
事
案
で
法
務
官
に
よ
り
、
自
然
的
衡
平n

atu
ralis aequ

itas

に
依
拠

し
つ
つ
具
体
的
事
実
要
件
に
基
づ
く
法
的
保
護
を
告
示
に
よ
り
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
正
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
法
的
保
護
の
契
機

は
、
訴
権
の
基
礎
と
同
じ
く
、
訴
訟
掌
理
政
務
官
の
命
令
権im

periu
m

の
も
と
に
新
た
に
規
定
さ
れ
る
。
法
的
保
護
の
契
機
は
往
来
の

危
険
で
あ
り
、
規
制
の
目
的
は
交
通
の
安
全
で
あ
る

（
28
）

。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
投
下
物
流
出
物
、
張
出
し
へ
の
物
の
設
置
、
通
り
近
辺
で

の
野
生
動
物
の
飼
育
に
つ
い
て
責
任
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
野
生
動
物
が
損
害
を
惹
起
す
る
場
合
、
高
等
按
察
官

（
29
）

は
、
獣
に
つ
い
て
の
訴

権actio d
e feris

を
そ
の
告
示
に
採
用
し
た

（
30
）

。
過
失
は
こ
の
責
任
に
つ
い
て
は
不
要
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
に
も
危
険
責
任
を
語

る
こ
と
が
で
き
る

（
31
）

。

法
学
者
た
ち
は
か
か
る
危
険
責
任
の
適
用
に
あ
た
っ
て
公
道
上
の
保
護
目
的
を
考
慮
す
る
。
解
釈
は
意
味
と
目
的
に
従
い
、
も
と
よ
り

私
道
に
分
類
さ
れ
る
が
、
通
常
公
の
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
に
も
拡
張
さ
れ
る
、D

.9,3,1,2 （
32
）

。
具
体
的
な
利
用
が
こ
の
場
合
機
能
的
局

面
で
責
任
拡
大
的
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
の
は
興
味
深
い

（
33
）

。
機
能
的
考
察
を
我
々
は
ム
キ
ウ
ス
の
剪
定
者
の
事
案
に
も
見
る
。
し

か
し
こ
う
し
た
見
方
は
後
代
の
法
学
者
サ
ビ
ヌ
ス
や
パ
ウ
ル
ス
の
場
合
、
ム
キ
ウ
ス
の
一
般
的
な
安
全
配
慮
原
則
と
比
較
し
て
制
限
さ
れ

て
い
る
。
交
通
安
全
配
慮
義
務
は
ど
こ
に
で
も
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
公
道
で
あ
れ
私
道
で
あ
れ
人
の
往
来
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
場
合

に
限
ら
れ
る
。Ⅴ

．
他
の
ア
ク
タ
ー

│
奴
隷
と
動
物
の
責
任

補
助
者
が
介
在
し
た
場
合
、
そ
の
所
有
者
な
い
し
家
父
、
一
般
的
に
は
そ
の
権
力
保
持
者
の
責
任
は
ど
う
な
る
か
問
題
が
あ
る
。
こ
こ

（
一
五
五
）
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で
は
不
法
行
為
責
任
の
問
題
に
限
定
す
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
責
任
は
補
助
者
の
固
有
財
産
の
欠
如
ゆ
え
に
、
被
害
者
は
賠
償
を
得

る
た
め
に
つ
ね
に
権
力
保
持
者
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
責
任
は
権
力
保
持
者
自
身
の
関
与
の
度
合
い
に
応
じ
て
区
別

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
権
力
保
持
者
が
、
奴
隷
の
所
有
者
と
し
て
ま
た
動
物
の
所
有
者
と
し
て
、
発
生
し
た
損
害
に

つ
い
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、

│
加
害
奴
隷
の
場
合
は
固
有
財
産
が
な
く
、
加
害
動
物
の
場
合
は
理
性
を
も
た
な
い
の
で
、

固
有
の
責
任
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で

│
、
責
任
は
加
害
責
任
と
し
て
構
成
さ
れ
た

（
34
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
力
保
持
者
は
、
加
害
物
を

被
害
者
に
引
渡
す
こ
と
で
賠
償
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
損
害
賠
償
義
務
は
、
加
害
物
が
所
有
者
を
変
え
た
場
合
に
は
、
終
了
し
た
。

加
害
は
頭
に
従
うn

oxa capu
t sequ

itu
r.

責
任
規
定
の
た
め
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
奴
隷
の
行
態
の
せ
い
で
損
害
が
発
生

し
た
り
、
有
用
動
物
の
せ
い
で
事
故
が
起
き
た
場
合
と
、
権
力
保
持
者
自
身
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
、
つ
ま
り
他
の
ア
ク
タ
ー

が
所
有
者
に
よ
っ
て
自
ら
の
意
思
で
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
と
の
区
別
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
加
害
ア
ク
タ
ー
を
引
渡
す
こ
と
は

で
き
ず
、
権
力
保
持
者
に
固
有
の
責
任
が
問
題
と
な
る
。

他
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
騾
馬
の
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
そ
れ
に
は
ロ
ー
マ
の
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
丘
へ
出
か
け
る
の
が
よ
い
。

D
.9,2,5,2 （

35
）

と
し
て
、
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
『
法
学
大
全
』
か
ら
、
次
の
よ
う
な
事
案
が
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
学
説
彙
纂
』
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
即
ち
、
騾
馬
が
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
丘
の
上
へ
と
二
台
の
重
い
荷
物
を
載
せ
た
荷
車
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
御
者
た
ち
は
騾
馬
の
負
担

を
軽
く
す
べ
く
二
台
の
荷
車
の
間
に
入
り
、
前
の
荷
車
を
後
ろ
か
ら
押
し
上
げ
る
。
し
か
し
思
っ
た
ほ
ど
の
効
果
は
得
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

前
の
荷
車
は
逆
行
し
始
め
る
。
御
者
た
ち
は
脇
に
飛
び
退
き
、
前
の
荷
車
は
後
の
荷
車
に
ぶ
つ
か
り
、
後
の
荷
車
が
逆
行
し
て
、
第
三
者

の
所
有
物
た
る
少
年
奴
隷
を
轢
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
弟
子
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
事
案
は
、
轢
殺
さ
れ

た
少
年
奴
隷
の
所
有
者
は
、
誰
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
し
う
る
か
を
知
ろ
う
と
し
た
の
で
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
法
鑑
定
で
あ
る
。

（
一
五
六
）
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ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
な
い
し
彼
の
師
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
は
鑑
定
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
事
情
に
応
じ
て
法
律
上
の
解
決
を
異
に
す
る
こ
と
を
示

唆
し
た
。
つ
ま
り
、
御
者
た
ち
が
緊
急
で
は
な
く
持
ち
場
を
離
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
り
訴
え
ら
れ
え
よ
う
。
し
か

し
騾
馬
の
所
有
者
は
責
任
を
問
わ
れ
得
な
い

（
36
）

。
こ
の
判
断
は
、
以
下
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
く
。
即
ち
、
あ
る
者
が
自
ら
の
意
思
決
定
に

基
づ
き
、
自
分
が
支
持
す
る
も
の
を
離
し
た
に
す
ぎ
ず
と
も
、
誰
か
に
ぶ
つ
か
れ
ば
、
そ
の
者
は
責
任
を
負
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
37
）

。

こ
の
具
体
的
な
想
定
事
案
に
、
も
う
一
つ
別
の
事
案
が
対
置
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
騾
馬
が
何
か
に
驚
い
た
た
め
に
後
ず
さ
り
し
、
御

者
た
ち
が
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
の
を
懼
れ
て
持
ち
場
を
離
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
騾
馬
の
所
有
者
の
責
任
が
問
わ
れ
る
。

さ
ら
に
別
の
考
察
が
付
け
加
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
は
、
訴
訟
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
騾
馬

が
一
生
懸
命
努
力
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
荷
重
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
御
者
た
ち
も
そ
の
荷
重
に
単
純
に
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
騾
馬
の
所
有
者
を
相
手
方
と
し
て
も
御
者
を
相
手
方
と
し
て
も
訴
訟
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
ま
さ
に
限
定
的
な
責
任
は
、

あ
ま
り
に
も
重
い
荷
重
は
他
人
に
被
害
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
る
危
険
と
見
な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
重
大
な
法
的
保
護
の
欠
缺
を
も
た
ら

す
。サ

ビ
ヌ
ス
学
派
の
法
学
者
ガ
イ
ウ
ス
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
属
州
告
示
註
解
に
お
い
て
、
騾
馬
の
御
者
の
責
任
が
ま
っ
た
く
別
の
仕
方
で

整
理
さ
れ
て
い
る
、D
.9,2,8,1 （
38
）

。
過
失
、
つ
ま
り
ク
ル
パ
ゆ
え
の
責
任
を
、
つ
ま
り
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
き
、
ガ
イ
ウ
ス
は
、
騾
馬

の
御
者
が
無
経
験
や
体
力
不
足
の
ゆ
え
に
他
人
の
奴
隷
が
踏
み
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

彼
が
責
任
を
負
う
所
以
は
、
ガ
イ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
何
人
も
、
自
己
の
体
力
の
不
足
が
他
人
の
危
険
を
招
来
す
べ
き
こ
と
を
知
り
又
は
知

る
こ
と
を
要
す
る
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
要
約
す
る
な
ら
ば
、
道
路
通
行
に
お
け
る
補
助
者
と
し
て
の
騾
馬
の
介
在
は
責
任
制
度
に
従
う
。
騾
馬
の
介
在
に
よ
り
第
三
者
に

（
一
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
五
八

損
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
騾
馬
の
所
有
者
が
責
任
を
負
う
。
も
ち
ろ
ん
注
意
義
務
の
範
囲
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
／
ア

ル
フ
ェ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
他
人
に
損
害
を
被
ら
せ
な
い
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
す
と
い
う
基
準
が
妥
当
す

る
。
ガ
イ
ウ
ス
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
要
件
は
さ
ら
に
厳
格
で
あ
る
。
ガ
イ
ウ
ス
は
、
第
三
者
に
危
険
が
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
と

慎
重
に
考
慮
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
の
業
務
を
引
き
受
け
た
場
合
す
で
に
、
責
任
を
肯
定
す
る
。
責
任
と
の
関
係
が
か
く
し
て
強
調

さ
れ
る
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
『
法
学
提
要
』
は
こ
の
方
向
に
従
っ
て
い
る

（
39
）

。

Ⅵ
．
結
語　

ロ
ボ
ッ
ト
に
つ
い
て
責
任
に
照
ら
し
て

責
任
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
い
か
な
る
結
論
が
得
ら
れ
る
か
。
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
の
場
合
、
加
害
者
な
い
し
加
害
ア
ク
タ
ー

（
な
い
し
加
害
物
）
の
所
有
者
が
賠
償
義
務
を
負
う
。
機
能
的
な
理
由
か
ら
も
、
一
般
的
な
保
護
利
益
か
ら
、
危
険
の
分
配
、
し
た
が
っ
て

客
観
的
責
任
な
い
し
広
範
に
設
定
さ
れ
た
注
意
義
務
へ
と
導
か
れ
る
責
任
が
認
め
ら
れ
う
る
。

か
く
し
て
騾
馬
な
い
し
、
奴
隷
と
、
現
代
法
学
の
論
議
に
多
く
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
ロ
ボ
ッ
ト
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る

（
40
）

。

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
得
ら
れ
た
責
任
像
は
、
概
念
的
な
枠
組
み
を
認
識
さ
せ
、
教
義
学
的
に
現
代
的
な
問
題
へ
の
大
き
な
近
似
性
を
示
す
。

し
か
し
そ
の
関
係
づ
け
の
た
め
に
は
、
事
実
的
領
域
に
お
け
る
区
別
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
的
ア
ク
タ
ー

が
車
の
運
転
に
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
限
り
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
使
用
は
決
定
的
な
方
向
転
換
と
な
る
か
ら
で
あ
る

（
41
）

。
こ
う
し
た
状
況
が
数
十

年
に
わ
た
っ
て
交
通
往
来
に
お
い
て
な
お
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
動
走
行
車
の
開
発
の
た
め
に
自
動
車
製
造
者
に
協
力
し
よ
う
と
す

る
グ
ー
グ
ルG

oogle

や
ア
ッ
プ
ルA

pple

の
強
力
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
確
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
か
か
る
自

（
一
五
八
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
五
九

動
車
に
よ
る
最
初
の
死
亡
事
故
が
知
ら
れ
て
は
じ
め
て
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
い

（
42
）

。
自
動
車
教
習
所
教
官
は
、
自
分
た
ち
の
職
業
身
分
が

余
計
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
分
た
ち
が
技
術
コ
ー
チ
と
な
っ
て
革
新
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
期

待
さ
れ
る

（
43
）

。
運
転
者
は
こ
の
場
合
、

│
つ
ね
に
シ
ス
テ
ム
な
い
し
材
料
の
欠
陥
の
検
証
に
よ
り
、
責
任
を
阻
却
さ
れ
る
か
緩
和
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
が

│
固
有
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

「
真
正
な
」
自
動
操
縦
ア
ク
タ
ー
が
問
題
に
な
る
場
合
、
責
任
は
、
こ
れ
ら
が
製
造
者
な
い
し
企
業
に
よ
っ
て
投
入
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
と
結
び
つ
け
ら
れ
う
る
。
危
険
の
潜
在
的
可
能
性
は
不
法
行
為
法
教
義
学
の
範
囲
で
、
交
通
安
全
義
務
な
い
し
引
受
義
務
及
び
ド
イ
ツ

民
法
八
二
三
条
第
一
項

（
44
）

に
よ
る
過
失
責
任
の
基
礎
と
な
り
う
る
か
、
立
法
に
よ
っ
て
危
険
責
任
と
し
て
特
殊
的
に
形
成
さ
れ
う
る
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
る

（
45
）

。
交
通
安
全
義
務
の
拡
張
と
ロ
ボ
ッ
ト
に
特
殊
的
に
形
成
さ
れ
る
危
険
責
任
の
立
法
的
規
制
と
い
う
選
択
肢
の
間
で
、
実

際
に
は
今
日
の
さ
ま
ざ
ま
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
は
ロ
ー
マ
法
に
す
で
に
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
決
定
的
な
対
立
な
く
併
存
し
た
こ
と
は
、
不
法
行
為
法
の
カ
ズ
イ

ス
テ
ィ
シ
ュ
な
規
制

（
46
）

、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
法
修
得
の
歴
史
の
中
で
こ
の
伝
承
の
宝
庫
か
ら
導
か
れ
る
多
様
な
帰
結
に
つ
い
て
の
主
要
な
理
由

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
因
つ
ま
り
、
立
法
者
、
法
務
官
、
専
門
法
学
者
は
、
高
度
な
議
論
水
準
で
、
新
し
い
要
請
へ
の
対

応
や
準
拠
基
準
を
可
能
な
ら
し
め
る
体
系
を
形
成
し
た
。
か
く
し
て
ロ
ー
マ
法
は
、
堅
固
な
統
一
体
で
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む

し
ろ
そ
う
で
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
驚
く
べ
き
安
定
度
を
獲
得
し
た
。
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
典
編
纂
は
、
多
く
の
論
争
の
伝
承
が
歴

史
化
さ
れ
、
立
法
に
よ
る
明
確
化
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
質
的
な
も
の
を
変
更
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
多
く
の
論
争

問
題
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
決
の
伝
承
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
歴
史
に
関
心
を
も
つ
研
究
た
め
に
ロ
ー
マ
法
の
魅
力
を
約
束

す
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
新
し
い
規
制
領
域
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
ば
か
り
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
責
任
体
系
の
理
解

（
一
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
六
〇

に
も
役
立
つ
。

テ
ー
ゼ

1
．
ロ
ー
マ
法
に
は
不
法
行
為
責
任
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
が
複
雑
に
共
存
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
法
律
、
法
務
官
に
よ

る
訴
権
及
び
法
学
者
に
よ
る
解
釈
が
問
題
に
な
る
。

2
．
解
釈
の
変
化
は
、
新
し
い
法
的
救
済
の
形
成
の
帰
結
を
反
映
す
る
。
こ
の
こ
と
は
と
く
に
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
つ
い
て
あ
て
は
ま

る
。
同
法
が
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
加
害
行
為
禁
止
の
基
礎
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
一
般
的
注
意
義
務
が
認
め
ら
れ
る
（
ク
ィ
ン
ト
ゥ

ス
・
ム
キ
ウ
ス
）
と
、
広
範
に
不
法
行
為
責
任
に
至
る
。
こ
の
責
任
が
狭
い
事
実
要
件
解
釈
に
よ
り
身
体
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
損
害

に
制
限
さ
れ
る
と
、
法
的
保
護
の
欠
缺
が
生
じ
、
こ
の
欠
缺
を
法
務
官
は
選
択
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
他
の
方
法
で
埋
め
る
。

3
．
法
的
保
護
と
し
て
、
法
務
官
は
事
実
訴
権actio in

 factu
m

を
用
い
る
。
こ
れ
は
加
害
の
身
体
的
な
直
接
性
が
な
い
場
合
に
採

用
さ
れ
う
る
。
そ
の
他
、
法
務
官
は
危
険
状
況
の
た
め
に
訴
権
を
承
認
で
き
、
こ
れ
は
公
共
の
利
益
か
ら
主
観
的
帰
責
性
な
し
に
損
害

賠
償
を
認
め
る
。

4
．
さ
ま
ざ
ま
な
責
任
モ
デ
ル
の
併
存
は
、
現
代
の
新
し
く
生
起
す
る
責
任
問
題
に
つ
い
て
を
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
オ
プ
シ
ョ
ン
の
中
か

ら
意
識
的
な
選
択
に
よ
り
、
規
制
す
る
た
め
の
豊
富
な
選
択
の
幅
を
提
供
す
る
。

（
1
） 

C
. M

öller, G
rundlagen des röm

ischen V
ertragsrechts, in: P

h. K
unig, M

. N
agata 

（H
rsg.

）, D
eutschland und Japan im

 

（
一
六
〇
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
一

rechtsw
issenschaftlichen D

ialog, K
öln 2006, S

. 71-90.
（
2
） G

aius Inst. 3,88 N
unc transeam

us ad obligationes, quarum
 sum

m
a divisio in duas species diducitur: om

nis enim
 obligatio 

vel ex contractu nascitur vel ex delicto.

「
こ
れ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
債
権
の
説
明
に
移
ろ
う
。
債
権
の
最
高
の
分
類
は
二
種
に
帰
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
債
権
は
、
あ
る
い
は
契
約
か
ら
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提

要
』
を
参
照
、
一
部
改
変
。﹈

（
3
） 

J.D
. H

arke, R
öm

isches R
echt, 2008, S

. 42 

（§
 4 R

n. 12

）
は
、
こ
の
区
別
を
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
が
も
っ
ぱ
ら
罰

機
能
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
説
得
的
で
な
い
。
多
く
の
契
約
関
係
に
お
け
る
有
責
判
決
は
破
廉
恥

（Infam
ie

）
に
向
け
ら
れ
た
、
例
え
ば
委
任
に
基
づ
く
責
任
の
場
合
。
不
法
行
為
債
務
の
場
合
の
罰
的
機
能
は
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
け
ば
、

加
害
者
が
被
害
者
か
ら
の
請
求
を
争
わ
な
い
場
合
、
後
退
す
る
。
し
か
し
争
っ
た
場
合
は
、
破
壊
さ
れ
な
い
し
は
損
害
を
受
け
た
物
の
評
価
価
値
は

L
itiskreszenz

に
よ
り
二
倍
額
と
な
る
。

（
4
） G

aius Inst. 3,182: T
ranseam

us nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum
 fecerit, bona rapuerit, 

dam
num

 dederit, iniuriam
 com

m
iserit. Q

uarum
 om

nium
 rerum

 uno genere consistit obligatio, cum
 ex contractu obligationes in 

IIII genera diducantur, sicut supra exposuim
us.

（Ü
bersetzu

n
g au

s M
an

th
e, G

aiu
s In

stitu
tion

en
, 2004

）「
い
ま
や
、
わ
れ
わ
れ
は
、

不
法
行
為
か
ら
発
生
す
る
債
権
の
説
明
に
移
ろ
う
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
窃
盗
を
行
な
い
、
財
物
を
強
奪
し
、
損
害
を
及
ぼ
し
又
は
侵
害
を
加
え
た

場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
か
ら
発
生
す
る
債
権
は
す
べ
て
同
一
の
類
に
属
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
契
約
か
ら
発
生
す
る
債
権
は
、
わ

れ
わ
れ
が
前
に
説
い
た
よ
う
に
四
類
に
分
か
れ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
』
を
参
照
、
一
部
改
変
。﹈

（
5
） X

II-T
f. 8,2-4 

（A
usgabe von D

üll, 6. A
ufl . 1989

）. 2. S
I M

E
M

B
R
U
M

 R
U
P
S
IT

, N
I C

U
M

 E
O
 P

A
C
IT

, T
A
L
IO

 E
S
T
O
.

「
も
し

﹇
あ
る
者
が
他
の
者
の
﹈
一
肢
を
破
壊
し
た
場
合
、
そ
の
者
と
の
間
で
和
解
せ
ざ
る
と
き
は
、
同
害
報
復
が
あ
る
べ
し
。」3. M

A
N
U
 F

U
S
T
IV

E
 

S
I O

S
 F

R
E
G
IT

 L
IB

E
R
O
, C

C
C
, S

I S
E
R
V
O
, C

L
 P

O
E
N
A
M

 S
U
B
IT

O
.

「
手
又
は
杖
に
よ
り
も
し
﹇
あ
る
者
が
﹈
自
由
人
の
一
骨
を
挫

折
し
た
場
合
、﹇
そ
の
者
は
﹈
三
〇
〇
ア
ス
の
罰
金
を
、
も
し
奴
隷
の
一
骨
の
場
合
に
は
、
一
五
〇
ア
ス
の
罰
金
を
蒙
る
べ
し
。」4. S

I 

IN
IU

R
IA

M
 F

A
X
S
IT

, V
IG

IN
T
I Q

U
IN

Q
U
E
 P

O
E
N
A
E
 S

U
N
T
O
.

「
も
し
﹇
あ
る
者
が
﹈
人
格
侵
害
を
為
し
た
場
合
、
二
五
ア
ス
の
罰
金

（
一
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
六
二

が
あ
る
べ
し
。﹇
佐
藤
篤
士
訳
『
改
訂L

E
X
 X

II T
A
B
U
L
A
R
U
M

：
十
二
表
法
原
文
・
邦
訳
お
よ
び
解
説
』
一
九
九
三
年
、
一
四
八－

一
五
三
頁

を
参
照
。﹈

（
6
） 
放
牧
訴
権actio de pauperie

に
つ
い
て
は
、F.C

u
rsi, M

odelle objektiver H
aftung im

 D
eliktsrecht, S

Z
 132 

（2015

）, 362, 363 

f.

を
見
よ
。

（
7
） X

II-T
f. 8,12-13 

（A
usgabe von D

üll, 6. A
ufl . 1989

）: 12. S
I N

O
X
 F

U
R
T
U
M

 F
A
X
S
IT

, S
I IM

 O
C
C
IS

IT
, IU

R
E
 C

A
E
S
U
S
 

E
S
T
O
.

「
夜
間
に
盗
み
が
行
わ
れ
、
家
の
主
が
盗
人
を
殺
害
し
た
な
ら
ば
、
盗
人
は
合
法
的
に
殺
さ
れ
た
と
さ
れ
る
べ
し
。」13. L

U
C
I 

… S
I S

E
 

T
E
L
O
 D

E
F
E
N
D
IT

 
… E

N
D
O
Q
U
E
 P

L
O
R
A
T
O
.

「
白
昼
…
…
も
し
盗
人
自
ら
凶
器
を
以
て
抵
抗
す
る
な
ら
ば
、
…
…
大
声
を
発
す
べ
し
。」

﹇
佐
藤
篤
士
訳
・
前
掲
書
を
参
照
。﹈

（
8
） O

.B
ehrends, G

esetz und S
prache, in: N

om
os und G

esetz, U
rsprünge und W

irkungen des griechischen G
esetzesdenkens, 

hrsg. von B
ehrends und S

ellert, 1995, S
. 225 ff . = Institut und P

rinzip, B
and 1, 2004, S

. 197 ff .

（
9
） 

立
法
（
ユ
リ
ウ
ス
及
び
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
法leges Iu

lia et P
lau

tia

）
に
よ
り
、
前
一
世
紀
に
強
奪
品
は
使
用
取
得
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
盗
品
に
つ
い
て
は
こ
の
こ
と
は
十
二
表
法
以
来
妥
当
す
る
。
同
法
が
、
こ
の
法
的
効
果
を
盗
概
念
の
限
局
後
も
強
奪
物
に
つ
い
て
維
持
す

る
に
資
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
蓋
然
的
で
あ
る
。

（
10
） 

不
法
行
為
と
し
て
の
イ
ン
ユ
リ
アin

iu
ria

に
つ
い
て
、
差
し
あ
た
りM

. K
aser/

R
. K

n
ü

tel, R
öm

isches P
rivatrecht, 20. A

ufl . 2014, 

§
 51 III. 

（S
. 304 ff .

）.

を
見
よ
。

（
11
） 

ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
を
め
ぐ
る
文
献
は
多
い
。
多
く
の
比
較
法
を
踏
ま
え
た
詳
述
書
と
し
て
、R

. Z
im

m
erm

an
n, T

he L
aw

 of 

O
bligations. R

om
an F

oundations of the C
ivilian T

radition, C
ape T

ow
n, M

ünchen 1992, S
. 953 ff . 

が
あ
る
。H

. H
au

sm
an

in
ger, 

D
as S

chadensersatzrecht der lex A
quilia, 5. A

ufl ., W
ien 1996.

も
参
照
。

（
12
） 

O
. B

eh
ren

d
s, A

rt. Q
uintus M

ucius S
caevola, in: Juristen, S

tolleis 

（H
rsg.

）, M
ünchen 1995, S

. 444 f.

（
13
） 

O
. B

eh
ren

d
s, G

esetz und S
prache, S

. 241 ff . = Institut und P
rinzip, S

. 215 ff .

（F
n. 6

）; C
.M

öller, V
ia publica und via 

privata im
 röm

ischen D
eliktsrecht, F

S
 B

ehrends, 2009, 436 ff . S
o auch im

 B
ärengrubenfall 

（S
. 440 ff .

） und im
 S

tutenhetzfall,

（
一
六
二
）
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ー
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法
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け
る
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概
念
（
吉
原
）

一
六
三

こ
れ
に
つ
い
て
、
と
く
にO

. B
eh

ren
d

s, R
öm

ischrechtliche E
xegese: D

as deliktsrechtliche H
aftungssystem

 der lex A
quilia, JuS

 
（Juristische S

chulung

）1985, 878-885.
（
14
） 
ド
イ
ツ
語
訳
と
し
て
、O

. B
eh

ren
d

s/
 R

. K
n

ü
tel/

 B
. K

u
pisch

/
 H

. H
. S

eiler, C
orpus Iuris C

ivilis B
and II, D

igesten 1-10, 

H
eidelberg 1995

を
参
照
。﹇
船
田
享
二
訳
も
参
照
。﹈

（
15
） 

C
. M

öller, V
ia publica und via privata im

 röm
ischen D

eliktsrecht, in: A
rs iuris. F

estschrift für O
kko B

ehrends, F
n. 13, S

. 

421 

（438 ff .
）.

（
16
） 

古
典
後
期
法
学
者
パ
ウ
ル
ス
を
サ
ビ
ヌ
ス
法
学
派
に
配
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、C

. M
öller, D

ie Z
uordnung von U

lpian und P
aulus zu 

den kaiserzeitlichen R
echtsschulen, in: R

öm
ische Jurisprudenz ‒ D

ogm
atik, Ü

berlieferung, R
ezeption, F

estschrift für D
etlef 

L
iebs zum

 75. G
eburtstag, K

. M
uscheler 

（H
rsg.

）, B
erlin 2011, S

. 455 ff .

を
見
よ
。

（
17
） D

. 9,2,9,4 U
lpianus libro octavo decim

o ad edictum
; Inst. 4,3,4.

（
18
） 

H
. H

au
sm

an
in

ger, D
as S

chadensersatzrecht der lex A
quilia, F

n. 15, S
. 29.

（
19
） 

O
. B

eh
ren

d
s, A

rt. S
ervius S

ulpicius R
ufus, in: Juristen, M

. S
tolleis 

（H
rsg.

）, M
ünchen 1995, S

. 562 f.

（
20
） D

. 9,2,9 pr. U
lpianus libro octavo decim

o ad edictum
: Item

 si obstetrix m
edicam

entum
 dederit et inde m

ulier perierit, 

L
abeo distinguit, ut, si quidem

 suis m
anibus supposuit, videatur occidisse: sin vero dedit, ut sibi m

ulier off erret, in factum
 

actio-nem
 dandam

, quae sententia vera est: m
agis

）enim
 causam

 m
ortis praestitit quam

 occidit. 2 S
i quis hom

inem
 fam

e 

necaverit, in factum
 actione teneri N

eratius ait. 3 S
i servum

 m
eum

 equitantem
 concitato equo eff eceris in fl um

en praecipitari 

atque ideo hom
o per-ierit, in factum

 esse dandam
 actionem

 O
fi lius scribit: quem

adm
odum

 si servus m
eus ab alio in insidias 

deductus, ab alio esset occisus.

「
1
．
同
様
に
し
て
、
助
産
婦
が
投
薬
し
そ
の
結
果
母
が
死
亡
し
た
る
場
合
に
つ
い
て
、
ラ
ベ
オ
は
場
合
を
分

か
っ
て
、
助
産
婦
が
自
ら
薬
剤
を
服
さ
せ
た
と
き
は
こ
れ
を
殺
害
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
べ
く
、
こ
れ
に
反
し
て
、
母
を
し
て
自
ら
服
薬
さ
せ
る

為
に
薬
剤
を
与
え
た
と
き
は
事
実
訴
権
を
賦
与
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
見
は
正
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
の
場
合
に
は
、
殺
害

し
た
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
死
亡
の
原
因
を
提
供
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
2
．
あ
る
者
が
奴
隷
を
餓
死
さ
せ
た
と
き
は
、
事
実
訴
訟
に
よ
っ
て
義

（
一
六
三
）
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務
を
負
う
と
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
は
述
べ
た
。
3
．
乗
馬
中
の
私
の
奴
隷
が
汝
が
馬
を
激
昂
さ
せ
て
河
中
に
墜
落
さ
せ
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
奴
隷
が
死

亡
し
た
と
き
は
、
事
実
訴
権
が
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
オ
フ
ィ
リ
ウ
ス
は
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
私
の
奴
隷
が
あ
る
者
に
よ
っ

て
伏
兵
所
に
連
行
さ
れ
て
他
の
者
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。
一
部
改
変
。﹈

（
21
） 
事
実
訴
権
の
登
場
と
の
関
連
に
つ
い
て
、D

. N
örr, C

ausa m
ortis, 1986, 139 ff .

及
び
、
こ
う
し
た
論
法
を
案
出
し
た
法
学
者
た
ち
に
つ
い

て
、S. 160 ff .
も
。
そ
の
限
り
で
、O

. B
eh

ren
d

s, G
nom

on 61 

（1989

）, S
. 685

（692

）
の
書
評
は
好
意
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
い
る
、

S
. 697 ff .

（
22
） 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
基
づ
く
責
任
を
と
く
に
明
ら
か
に
す
る
に
は
、A

. B
ü

rge, R
öm

isches P
rivatrecht. 

R
echtsdenken und gesellschaftliche V

erankerung, D
arm

stadt 1999, S
. 18 ff .

（
23
） 

O
. B

eh
ren

d
s, G

esetz und S
prache 

（F
n. 6

）, S
. 243 = Institut und P

rinzip, B
and 1, S

. 217.

（
24
） 

O
. B

eh
ren

d
s, R

öm
ischrechtliche E

xegese: D
as deliktische H

aftungssystem
 der lex A

quilia, JuS
 1985, S

. 878 

（883

）.

（
25
） Z

ur einerseits haftungserw
eiternden R

olle der culpa und ihrer andererseits haftungsausschließenden F
unktion N

. Jan
sen, 

D
ie S

truktur des H
aftungsrechts, T

übingen 2003, S
. 252 ff .

（
26
） D

. 9,3,1 pr. U
lpianus libro vicensim

o tertio ad edictum
: P

raetor ait de his, qui deiecerint vel eff uderint: "U
nde in eum

 lo-

cum
, quo volgo iter fi et vel in quo consistetur, deiectum

 vel eff usum
 quid erit, quantum

 ex ea re dam
-num

 datum
 factum

ve erit, 

in eum
, qui ibi habitaverit, in duplum

 iu-dicium
 dabo. S

i eo ictu hom
o liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum

 iudicium
 

dabo. S
i vivet nocitum

que ei esse dicetur, quantum
 ob eam

 rem
 aequum

 iudici videbitur eum
 cum

 quo agetur condem
nari, tanti 

iudicium
 dabo. S

i servus insciente dom
ino fecisse dicetur, in iudicio adiciam

: aut noxam
 dedere."

「
法
務
官
は
物
を
投
擲
又
は
放
撒

し
た
る
者
に
つ
い
て
曰
く
、『
人
が
通
行
し
又
は
佇
立
す
る
こ
と
を
常
と
す
る
場
所
に
何
物
か
が
投
擲
又
は
放
撒
さ
れ
た
と
き
は
、
右
事
実
に
よ
り

加
え
ら
れ
又
は
発
生
し
た
損
害
額
に
つ
い
て
、
右
場
所
の
建
物
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
、
予
は
二
倍
額
請
求
の
方
式
書
を
附
与
す
べ
し
。
右
の
投

擲
に
よ
り
自
由
人
が
死
亡
し
た
と
の
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
予
は
五
〇
金
に
つ
い
て
方
式
書
を
附
与
す
べ
し
。
同
人
が
死
亡
せ
ず
傷
害
を
蒙
っ
た

と
主
張
さ
れ
る
と
き
は
、
右
事
実
に
よ
り
被
告
が
責
有
る
も
の
と
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
を
審
判
人
が
衡
平
と
認
め
る
額
に
つ
い
て
、
予
は
方
式
書

（
一
六
四
）
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一
六
五

を
附
与
す
べ
し
。
所
有
者
が
知
ら
ず
し
て
そ
の
奴
隷
が
こ
れ
を
為
し
た
と
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
予
は
方
式
書
に
お
い
て
こ
れ
を
附
言
し
又
加
害

物
委
付
を
命
ず
べ
し
』
と
。」
こ
れ
に
つ
い
て
、F. C

u
rsi, M

odelle objektiver H
aftung im

 D
eliktsrecht, S

Z
 132 

（2015

）, 362, 380.

を
見

よ
。
補
足
的
に
、
庇
に
つ
い
てde suggrundis

の
告
示
は
、
張
出
し
や
庇
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
る
危
険
責
任
を
規
制
す
る
。

（
27
） D

. 9,3,1,1 U
lpianus libro vicensim

o tertio ad edictum
: S

um
m
a cum

 utilitate id praetor-rem
 edixisse nem

o est qui neget: 

publice enim
 utile est sine m

etu et periculo per itinera com
m
eari.

「
法
務
官
が
最
大
の
便
益
を
考
慮
し
て
右
告
示
を
爲
し
た
る
こ
と
は
何

人
も
否
定
す
る
こ
と
無
し
。
何
故
と
な
れ
ば
、
恐
怖
及
び
危
險
無
く
し
て
道
路
を
往
復
す
る
こ
と
は
公
共
の
便
益
な
る
を
以
て
な
り
。」﹇
船
田
享
二

訳
を
参
照
。﹈

（
28
） D

ie V
erhältnisse sind anschaulich geschildert bei R

. Z
im

m
erm

an
n, E

ffusum
 vel deiectum

, F
estschrift für H

erm
ann 

L
ange, D

. M
edicus, H

.-J. M
ertens, K

. W
. N

örr, W
. Z

öllner 

（H
rsg.

）, K
öln 1992, S

. 301 ff .

（
29
） 

前367

年
に
導
入
さ
れ
た
官
職
、
当
初
は
パ
ト
リ
キ
的
官
職
。
奴
隷
及
び
家
畜
市
場
を
管
轄
し
、
そ
の
関
係
の
裁
判
権
を
行
使
し
、
そ
れ
ゆ
え

告
示
発
布
権
を
有
し
た
。

（
30
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ふ
た
た
びC

. M
öller, D

ie R
olle der U

nterscheidung von via publica und via privata im
 röm

ischen D
eliktsrecht, 

F
S
 B

ehrends, F
n. 13, S

. 442 f.

を
見
よ
。
学
説
彙
纂
に
読
め
る
告
示
規
定
の
解
釈
は
明
ら
か
に
告
示
の
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る

（
31
） 

R
. Z

im
m

erm
an

n, E
ff usum

 vel deiectum
, F

S
 L

ange, 1992, S
. 301 ff . C

ursi, M
odelle objektiver H

aftung im
 D

eliktsrecht, 

S
Z
 132 

（2015

）, 362, 376

は
こ
の
責
任
を
「
真
の
客
観
的
責
任
」„echte objektive H

aftung “

と
呼
ぶ
。
彼
女
は
こ
れ
と
放
牧
訴
権actio de 

pauperie

を
区
別
す
る
。
後
者
で
は
、
動
物
は
「
債
務
者
」„S

chuldiger “

と
し
て
責
任
の
連
結
点
を
形
成
す
る
。
動
物
は
「
理
性
を
欠
い
て
い
る

の
で
」quia sensu caret-

、
所
有
者
が
加
害
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
。

（
32
） D
. 9,3,1,2 U

lpianus libro vicensim
o tertio ad edictum

: P
arvi autem

 interesse debet, utrum
 publicus locus sit an vero 

privatus, dum
m
odo per eum

 volgo iter fi at, quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studetur: sem
per enim

 ea loca, 

per quae volgo iter solet fi eri, eandem
 securitatem

 debent habere. C
eterum

 si aliquando vulgus in illa via non com
m
eabat et 

tunc deiectum
 quid vel eff usum

, cum
 adhuc secreta loca essent, m

odo coepit com
m
eari, non debet hoc edicto teneri.

「
と
こ
ろ
で
、

（
一
六
五
）
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公
有
地
で
あ
る
か
、
他
方
、
一
般
に
通
行
が
な
さ
れ
る
限
り
で
、
私
有
地
で
あ
る
か
は
さ
し
て
区
別
さ
れ
る
要
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
法
務
官
は

通
行
人
に
関
し
て
考
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
路
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
一
般
に
通
行
が
な
さ
れ
る
場
所
は

つ
ね
に
同
一
の
安
全
を
保
有
す
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
も
し
一
般
人
が
そ
れ
ま
で
往
来
し
た
こ
と
が
な
く
、
そ
の
後
あ
る
物
が
投
擲
又

は
放
撒
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
時
ま
で
は
な
お
人
気
の
な
い
場
所
で
あ
り
、
漸
く
往
来
が
始
っ
た
と
き
に
は
、
本
告
示
に
よ
っ
て
義
務
を
負
う
こ
と
を

要
し
な
い
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。﹈

（
33
） 

F. C
u

rsi, M
odelle objektiver H

aftung im
 D

eliktsrecht, S
Z
 132 

（2015

）, 362, 383 f.

は
ロ
ー
マ
の
都
市
的
商
業
的
拡
大
と
の
関
係
を

見
る
。
法
務
官
と
法
律
学
は
主
観
的
責
任
原
理
に
照
ら
し
た
損
害
賠
償
に
関
心
を
有
す
る
、
客
観
的
責
任
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
こ
の
原
理
を
補
足
し
た
、

と
さ
れ
る
。
こ
の
分
析
は
私
に
は
適
切
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
教
義
学
的
な
二
者
択
一
は
、
不
法
行
為
責
任
モ
デ
ル
の

意
識
的
優
遇
が
補
足
要
請
を
引
き
出
し
た
こ
と
を
示
す
。
規
制
と
意
見
表
明
の
併
存
は
体
系
概
念
を
曖
昧
な
も
の
と
し
た
。

（
34
） 

加
害
責
任N

oxalhaftung
に
つ
い
て
、
詳
し
く
はJ. D

. H
arke, T

eil III D
ie R

echtspositionen am
 S

klaven, 2: A
nsprüche aus 

D
elikten am

 S
klaven, C

orpus der röm
ischen R

echtsquellen zur antiken S
klaverei 

（C
R
R
S

）, hrsg. von C
hiusi, F

ilip-F
röschl, 

R
ainer, S

tuttgart 2013, passim
; F. C

u
rsi, M

odelle objektiver H
aftung im

 D
eliktsrecht, S

Z
 132 

（2015

） 362 ff ., 379

は
、
加
害
責
任

つ
い
て
、
支
配
に
基
づ
く
責
任
な
い
し
「
力
の
論
理
」„L

ogik der M
acht “ 

（B
ranca

）
に
基
づ
く
責
任
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

（
35
） D

. 9,2,52,2 A
lfenus libro secundo digestorum

: In clivo C
apitolino duo plostra onusta m

ulae ducebant: prioris plostri 

m
uliones conversum

 plostrum
 sublevabant, quo facile m

ulae ducerent: 

﹇inter

﹈ superius plostrum
 cessim

 ire coepit et cum
 

m
uliones, qui inter duo plostra fuerunt, e m

edio exissent, posterius plostrum
 a priore percussum

 retro redierat et puerum
 

cuiusdam
 obtriverat: dom

inus pueri consulebat, cum
 quo se agere oporteret, respondi in causa ius esse positum

: nam
 si 

m
uliones, qui superius plostrum

 sustinuissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum
 esset, ut m

ulae plostrum
 retinere non 

possint atque onere ipso retraherentur, cum
 dom

ino m
ularum

 nullam
 esse actionem

, cum
 hom

inibus, qui conversum
 plostrum

 

sustinuissent, lege A
quilia agi posse: nam

 nihilo m
inus eum

 dam
num

 dare, qui quod sustineret m
itteret sua voluntate, ut id 

aliquem
 feriret: veluti si quis asellum

 cum
 agitasset non retinuisset, aeque si quis ex m

anu telum
 aut aliud quid im

m
isisset, 

（
一
六
六
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
七

dam
num

 iniuria daret. sed si m
ulae, quia aliquid 

﹇reform
idassent

﹈ ＜
recessissent＞

 et m
uliones tim

ore perm
oti, ne 

opprim
erentur, plostrum

 reliquissent, cum
 hom

inibus actionem
 nullam

 esse, cum
 dom

ino m
ularum

 esse. quod si neque m
ulae 

neque hom
ines in causa essent, sed m

ulae retinere onus nequissent aut cum
 coniterentur lapsae concidissent et ideo plostrum

 

cessim
 redisset atque hi 

﹇quo

﹈ ＜
quod＞

 conversum
 fuisset onus sustinere nequissent, neque cum

 dom
ino m

ularum
 neque cum

 

hom
inibus esse actionem

. illud quidem
 

﹇certe

﹈ ＜
certum

 esse＞
, quoquo m

odo res se haberet, cum
 dom

ino posteriorum
 

m
ularum

 agi non posse, quoniam
 non sua sponte, sed percussae retro redissent.

「
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
丘
の
坂
道
で
二
台
の
荷
車
を
騾
馬
が

引
き
上
げ
て
い
た
。
前
の
荷
車
の
御
者
は
荷
車
の
逆
行
を
支
え
て
、
騾
馬
の
牽
引
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
間
に
上
の
荷
車
が
逆
行
し
始
め
、

両
車
の
中
間
に
い
た
る
御
者
が
そ
の
間
か
ら
脱
出
し
た
た
め
に
、
後
車
は
前
車
に
押
さ
れ
て
後
退
し
て
、
あ
る
者
の
少
年
奴
隷
を
轢
殺
し
た
。
少
年

奴
隷
の
所
有
者
は
何
人
に
対
し
て
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
私
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
、
即
ち
、
事
情
に
よ

り
法
律
上
の
解
決
を
異
に
す
る
。
蓋
し
、
上
の
車
を
支
持
し
た
御
者
が
自
発
的
に
退
却
し
そ
し
て
そ
れ
故
に
騾
馬
が
荷
車
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
の
荷
重
に
よ
っ
て
引
き
戻
さ
れ
た
と
き
は
、
騾
馬
の
所
有
者
に
対
し
て
何
ら
の
訴
訟
も
成
立
せ
し
な
い
。
後
退
し
よ
う
と
し
た
荷
車
を
支
持

し
た
者
に
対
し
て
ア
ク
ィ
リ
ウ
ス
法
に
よ
つ
て
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
支
持
し
た
物
を
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
逸
走

さ
せ
、
何
人
か
に
衝
突
さ
せ
た
者
も
ま
た
等
し
く
損
害
を
加
え
た
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
が
そ
の
駆
立
し
た
騾
馬
を
抑
制
し
な

か
っ
た
と
き
は
、
あ
る
者
が
そ
の
手
よ
り
矢
そ
の
他
の
物
を
投
付
け
た
る
と
き
と
同
じ
く
、
違
法
に
損
害
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
騾

馬
が
何
ご
と
か
を
恐
怖
し
た
た
め
に
、
そ
し
て
御
者
が
圧
殺
さ
れ
る
危
惧
に
駆
ら
れ
て
荷
車
を
捨
て
た
と
き
は
、
右
御
者
に
封
し
て
は
何
ら
の
訴
訟

も
成
立
せ
ず
、
騾
馬
の
所
有
者
に
対
し
て
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
騾
馬
も
御
者
も
い
ず
れ
も
原
因
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、
騾
馬
が
積
荷
を

支
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
こ
れ
に
反
し
て
騾
馬
も
御
者
も
努
力
し
た
際
に
滑
っ
て
転
倒
し
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
荷
車
が
逆
行
し
、
且
つ
荷
車

の
転
倒
に
遭
っ
た
者
が
積
荷
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
騾
馬
の
所
有
者
に
対
し
も
御
者
に
対
し
て
も
訴
訟
は
成
立
し
な
い
。
事

情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
後
車
の
騾
馬
の
所
有
者
に
封
し
て
訴
訟
を
実
行
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
騾
馬
は
そ
の
意
志
に

よ
っ
て
で
な
く
、
圧
迫
さ
れ
後
退
し
た
か
ら
で
あ
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。﹈

（
36
） 

こ
の
箇
所
で
は
、
自
由
人
た
る
御
者
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
経
済
部
門
に
お
け
る
労
働
関
係
に
つ
い
て
、C

. M
öller, 

（
一
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
六
八

D
ie m

ercennarii in der röm
ischen A

rbeitsw
elt, S

Z
 110 

（1993

）, S
. 296 ff .

を
見
よ
。

（
37
） 

別
の
例
と
し
て
、
あ
る
者
が
そ
の
駆
立
て
た
騾
馬
を
抑
制
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
や
、
狙
っ
て
手
か
ら
離
れ
た
投
擲
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
が

言
及
さ
れ
る
。

（
38
） D

. 9,2,8,1 G
aius libro septim

o ad edictum
 provinciale: M

ulionem
 quoque, si per im

peritiam
 im

petum
 m

ularum
 retinere non 

potuerit, si eae alienum
 hom

inem
 obtriverint, volgo dicitur culpae nom

ine teneri, idem
 dicitur et si propter infirm

itatem
 

sustinere m
ularum

 im
pe-tum

 non potuerit: nec videtur in-iquum
, si infi rm

itas culpae adnum
eretur, cum

 aff ectare quisque non 

debeat, in quo vel intellegit vel intel-legere debet infi rm
itatem

 suam
 alii periculosam

 futuram
. idem

 iuris est in persona eius, 

qui im
petum

 equi, quo vehebatur, propter im
peritiam

 vel infi rm
itatem

 retinere non poterit.

「
騾
馬
の
御
者
も
ま
た
、
そ
の
無
経
験
に

よ
っ
て
騾
馬
の
興
奮
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
騾
馬
が
他
人
の
奴
隷
を
傷
害
し
た
と
き
は
、
過
失
の
名
義
を
以
て
義
務
を
負
う
こ
と
は
普
通
に

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
力
弱
く
し
て
騾
馬
の
興
奮
を
抑
制
で
き
な
か
っ
た
場
合
も
ま
た
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
人
も
、
自
己
の

体
力
の
不
足
が
他
人
の
危
険
を
招
来
す
べ
き
こ
と
を
知
り
又
は
知
る
こ
と
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
べ
き
も
の
に
で
は
い
の
で
、
体
力
の
不
足
を
過

失
に
算
入
す
る
こ
と
も
あ
え
て
不
衡
平
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
御
す
る
馬
の
興
奮
を
無
経
験
又
は
体
力
の
不
足
の
故
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
も
同
じ
法
に
属
す
る
。」﹇
船
田
享
二
訳
を
参
照
。﹈

（
39
） V

gl. Inst.4,3,8.

（
40
） V

gl. nur J. E
. S

ch
irm

er, R
echtsfähige R

oboter?, JZ
 

（Juristenzeitung

） 2016, 660 ff .. 

氏
は
、
目
的
を
中
心
に
置
く
権
利
能
力
の

機
能
的
理
解
を
提
唱
す
る
。

（
41
） 

こ
の
こ
と
は
、
ニ
ダ
＝
リ
ュ
メ
リ
ンN

ida=R
üm

elin
に
よ
っ
て
、
次
の
新
聞
論
稿
に
お
い
て in einem

 Z
eitungsartikel der 

F
rankfurter A

llgem
einen S

onntagszeitung 

（F
.A

.S
.

） vom
 17.7.2016, 

、
当
然
の
要
請
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

（
42
） 

テ
ス
ラ
自
動
車
の
事
故
に
つ
い
て
の
新
聞
記
事
二
〇
一
六
年
五
月
七
日
を
参
照
。

（
43
） A

rtikel in der F
.A

.Z
. vom

 29.12.2015.

（
44
） W

er vorsätzlich oder fahrlässig das L
eben, den K

örper, die G
esundheit, die F

reiheit, das E
igentum

 oder ein sonstiges 

（
一
六
八
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
六
九

R
echt eines anderen w

iderrechtlich verletzt, ist dem
 anderen zum

 E
rsatz des daraus entstehenden S

chadens verpfl ichtet. “

「
故

意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
他
の
者
の
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
財
産
ま
た
は
そ
の
他
の
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
者
は
、
当
該
他
の
者
に
対
し

て
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。」

（
45
） 
危
険
責
任
と
し
て
の
ロ
ボ
ッ
ト
責
任
に
つ
い
て
の
提
言
に
つ
い
て
、H

anisch, Jochen, Z
ivilrechtliche H

aftungskonzepte für R
obotik, 

in: H
ilgendorf 

（H
g.

）, R
obotik im

 K
ontext von R

echt und M
oral, 2014, S

. 27-61, S
. 54,

構
成
的
選
択
肢
に
つ
い
て
、S

. 36.

を
見
よ
。

（
46
） 

F. C
u

rsi, M
odelle objektiver H

aftung im
 D

eliktsrecht, S
Z
 132 

（2015

）, 362, 383

は
、
法
的
救
済
の
全
体
構
造
に
関
し
て
、
体
系
的

な
統
一
性
よ
り
も
、
個
々
の
合
理
性
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
た
、
と
説
明
す
る
。

訳
者
後
記

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
九
日
に
、
日
本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
コ
ー
ジ
マ
・
メ
ラ
ー
教
授
（P

rof. D
r. C

osim
a 

M
öller

）
に
よ
る
講
演
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
」（
原
題
：K

onzept der deliktsrechlichen H
aftung im

 röm
ische 

R
echt

）
を
、
教
授
の
ご
了
承
を
得
て
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
講
演
原
稿
及
び
ロ
ー
マ
法
源
資
料
か
ら
な
る
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
が

配
布
さ
れ
た
が
、
本
稿
は
、
講
演
原
稿
を
も
と
に
、
法
源
資
料
類
を
本
文
に
組
み
込
ん
で
い
た
だ
き
、
そ
の
後
に
加
筆
修
正
及
び
文
献
の

追
加
が
な
さ
れ
た
改
訂
版
に
基
づ
い
て
い
る
。
本
講
演
に
関
連
す
る
論
文
と
し
てC

. M
öller, H

aftungskonzepte im
 röm

ischen 

D
eliktsrecht, in: S

abin
e G

less, K
u

rt S
eelm

an
n 

（H
rsg.

）, Intelligente A
genten und das R

echt, 2017, S
.119-138.

も
ご
参

照
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
の
原
文
は
、C

om
parative L

aw
, vol.34

（2017

）
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

メ
ラ
ー
教
授
は
、
オ
ッ
コ
・
ベ
ー
レ
ン
ツ
（O

kko B
ehrends

）
教
授
の
も
と
で
研
鑽
を
積
ま
れ
、
二
〇
〇
三
年
八
月
ベ
ル
リ
ン
自
由
大

（
一
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
七
〇

学
・
民
法
・
ロ
ー
マ
法
担
当
正
教
授
に
就
任
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
お
ら
れ
る
。
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
二
年
間
法
学
部
長
を
務
め
ら
れ

た
。著

書
と
し
て
、
①
『
地
役
権
＝
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
土
地
を
め
ぐ
る
私
法
上
の
諸
関
係
の
発
展
史
と
法
的
構
成
』D

ie S
ervituten. 

E
ntw

icklungsgeschichte, F
unktion und S

truktur der grundstücks- verm
ittelten P

rivatrechtsverhältnisse im
 röm

ischen 

R
echt. M

it einem
 A

usblick auf die R
ezeptionsgeschichte und das B

G
B
, W

allstein V
erlag, G

öttingen 2010. Ü
berarbeitete 

F
assung der H

abilitationsschrift, G
öttingen 2000.

②
『
労
働
法
に
お
け
る
自
由
と
保
護
』F

reiheit und S
chutz im

 

A
rbeitsrecht. D

as F
ortw

irken des röm
ischen R

echts in der R
echtsprechung des R

eichsgerichts, G
öttinger S

tudien zur 

R
echtsgeschichte B

and 18, G
öttingen 1990.

論
文
と
し
て
、
最
近
の
も
の
を
挙
げ
る
と
、
①
「
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
水
権
の
要
素
」

E
lem

ente des röm
ischen W

asserrechts - lex und natura, servitus und vetustas, in: Ignacio C
zeguhn, Y

olanda Q
uesada, 

José A
ntonio P

erez Juan 

（H
gg.

）, W
asser ‒ W

ege ‒ W
issen auf der iberischen H

albinsel vom
 R

öm
ischen Im

perium
 bis 

zur m
uselm

anischen H
errschaft. T

agungsband zur gleichnam
igen T

agung in E
lche 2014, B

aden-B
aden: N

om
os V

erlag 

（im
 

D
ruck

）、
②
「
売
主
の
情
報
提
供
義
務
」Inform

ationspfl ichten des V
erkäufers. G

rundlagen im
 röm

ischen und im
 heutigen 

deutschen R
echt, JU

S
, 1 

（2015

）, 7-26 

（im
 D

ruck

）、
③
「
ロ
ー
マ
皇
帝
法
」"R

öm
isches K

aiserrecht", in: K
aisertum

 im
 ersten 

Jahrtausend. W
issenschaftlicher B

egleitband zur L
andesausstellung "O

tto der G
roße und das R

öm
ische R

eich. 

K
aisertum

 von der A
ntike zum

 M
ittelalter", hrsg. von H

. L
eppin et alii., S

chnell &
 S

teiner V
erlag, R

egensburg 2012, S
. 

117-134.

④
「
帝
政
期
法
学
派
へ
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
並
び
に
パ
ウ
ル
ス
の
帰
属
」"D

ie Z
uordnung von U

lpian und P
aulus zu den 

kaiserzeitlichen R
echtsschulen", in: R

öm
ische Jurisprudenz - D

ogm
atik, Ü

berlieferung, R
ezeption, F

S
.ft für D

etlef 

（
一
七
〇
）



ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
不
法
行
為
責
任
の
概
念
（
吉
原
）

一
七
一

L
iebs zum

 75. G
eburtstag, hrsg. von K

. M
uscheler, D

uncker &
 H

um
blot, B

erlin 2011, S
. 455-468.

な
ど
が
あ
る
。

メ
ラ
ー
教
授
は
、
冒
頭
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
六
年
に
日
本
大
学
法
学
部
及
び
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
法
学
部
と
の
共
同

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
に
来
日
さ
れ
、「
ロ
ー
マ
契
約
の
基
礎
」
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
。
今
回
、
二
〇
一
六
年
度
日
本
大
学

海
外
客
員
教
授
招
へ
い
計
画
の
一
環
と
し
て
来
日
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
七
日
〜
一
〇
月
六
日
ま
で
東
京
に
滞
在
さ
れ
た
。
こ
の
間
、

本
講
演
の
ほ
か
、
九
月
三
〇
日
に
、「
ル
ー
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
の
著
作
に
お
け
る
法
学
的
構
成
│
普
遍
的
な
法
的
字
母

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
か
ら
法
学
的
な
美
へ
│
」（D

ie juristische K
onstruktion im

 W
erk R

udolf von Jherings ‒ vom
 universellen 

R
echtsalphabet bis zur juristischen S

chönheit

）、
一
〇
月
五
日
に
、「
金
融
取
引
法
に
お
け
る
消
費
者
保
護
の
現
状
」（A

ktuelle 

E
ntw

icklungen beim
 S

chutz von V
erbrauchern im

 K
reditrecht, insbesondere zu S

orgfaltspfl ichten vor V
ertragsschluss

）
に
関
す
る

講
演
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
永
田
誠
名
誉
教
授
及
び
益
井
公
司
教
授
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
、
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

メ
ラ
ー
教
授
の
招
へ
い
に
ご
尽
力
と
ご
高
配
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
大
塚
吉
兵
衛
学
長
、
本
部
関
係
各
位
、
池
村
正
道
法
学
部
長
、
法
学

部
国
際
交
流
委
員
長
・
小
田
司
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
法
学
部
研
究
事
務
課
の

皆
さ
ま
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
献
身
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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